
山口桂亨君(7/21)

50歳になりました。
国際ロータリー第２７９０地区 地区委員 勝浦ロータリークラブ これからもよろしくお願いします。
★ガバナー　諸岡靖彦 ★ガバナーエレクト　漆原摂子 ★会長　齋藤麻美子
★第６グループガバナー補佐　川名光俊 ★地区幹事　吉田理愛 ★幹事　中村吉政
★第６グループ幹事　福原暁 ★SAA　中村昇

★青少年交換　渡邉昌俊 編集　クラブ会報委員会 西川佳璋君(7/22)
★ローターアクト　水野正則 ★秋葉厚子
★ポリオプラス　西崎和治 ★吉野昌和 73歳になりました。少年老い易く学成り難しのことわざ通り、なり難しの方で

★岩瀬洋男 皆さんが私の二の鉄を踏まないよう精進して立派な方になっていただきたいと
思います。

皆様こんにちは。長かった梅雨も間もなく明け、にぎやかなセミの鳴き声が
鈴木覺三郎君(7/13)

季節となりますのでお身体に気を付けてお過ごし下さい。さて、7月に新会員を
家内は85歳です。だんだん女房の有難味が増えてきた今日この頃です。

夫婦とも100歳まで生きるつもりでいます。

溝口次郎君(7/24)
意味での点鐘は、日本人の習性に合っているのでしょう。次に毎回行う「にこにこＢＯＸ」日本では

お酒が大好きな妻なので結婚して以来初めて外で食事をしました。
イタリアン料理屋さんでお食事とお酒をたくさんいただきながらの誕生日と
なりました。

あって強制ではありません。新会員の皆様も勇気を出してニコニコをしてみて頂ければと思います。
さて本日は神村会員による税制改正についての卓話でございます。
しっかりと勉強して帰りたいと思います。本日も宜しくお願い致します。

林昌鑑君(6/16)

家に帰り、食事をしながらありがとうの言葉を伝えました。
1）地区より。会員増強・維持拡大セミナーの案内が届く。
2）地区より。米山記念奨学生カウンセラーセミナーの案内届く。
3）地区より。米山記念奨学委員会セミナーの案内が届く。
4)危機管理委員会よりセクハラ防止ポスターが届く。
5)なのはな書道会より。協賛の御礼と、回帰展示会の案内。 中村吉政君(7/15)
6)当勝浦ＲＣチャーターメンバーの小島幸雄君のお見舞い報告。
7)次週8/2例会は、新旧役員歓送迎会・新会員歓迎会（夜間例会）
次々週8/9　通常例会後　理事会開催。　共に会場：ホテルブルーベリーヒル勝浦 会話が心配だったのでワインを空けたら自分で手酌のようにワインを飲んで

２本も空けてしまいました。良い結婚記念日でした。

＊青少年交換委員会　【委員長　三上直哉　君】 西崎和治君
7月21日から佐瀬明弥がアメリカノースカロライナのグレイスの自宅に無事に
到着して楽しい生活を送り始めたと連絡をいただいております。 娘が20歳の誕生日を迎えましたFacebookなどでいろいろとお祝いの言葉を
また長期の三上亜彩は8月1日サウスカロライナに出発いたします。 いただきましてありがとうございました。
亜彩の交換で来るダニエラは8月21日に日本に到着します。詳細は来て
おりません。青少年交換委員会ではダニエラの受け入れに伴い8月9日に
委員会を開催させていただきますのでよろしくお願いします。

＊フリー

吉政君がアイスを山ほど買っていただき娘に誕生日プレゼントをくださいました。

銀座のステーキ屋さんを予約しました。コース料理を食べたのですが

また、江戸時代はお寺の鐘で時刻が伝えられました。それだけに、開始・終了のケジメをつけるという ＊配偶者誕生日

1936 年（昭和11 年）から始まったといわれています。具体的には、会員をはじめ、会員の家族、親族、
事業所などで喜びや祝い事があった時にニコニコしながら披露し、皆で喜びを分かち合うこと。また、失敗
したことを面白おかしく披露したりして親睦の増進に役立てます。もちろん個人の自発的な寄付行為で

＊結婚記念日

2日前に娘から明後日結婚記念日だねと言われてはっと気づき予定を変えて

＊結婚記念日

おります。当時の日本の学校では、授業の開始・終了時間は鐘を鳴らして知らせる習慣がありました。

一層暑さをかきたてております。これから夏本番となり、暑さで体調をくずしやすい ＊配偶者誕生日

お迎えし1か月が経とうとしております。私の経験からすると毎週の例会で
行っている事1つ1つが不思議で何をやっているのか、さっぱりわからないのではないでしょうか？ 昔からそうですが一日いないと困ると言う状況になってきました。
ロータリー用語も何が何だかといった感じだと思います。まず、点鐘でございますが、日本のＲＣは点鐘で始まり、
点鐘で終わります。国によってはお祈りから始まるなど様々なようですが日本のＲＣでは、1920年ごろ
東京ロータリｰクラブで点鐘をしていたようで、それを他クラブが真似ていったのではないかと言われて
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★国際ロータリー　RI会長　マーク・ダニエル・マローニー

★奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括委員長　関一憲

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559992662/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucm90YXJ5Lm9yZy9qYQ--/RS=^ADBeKI35V32sa2pmC_8ug8vHCHADQ0-;_ylt=A2RCL5fVR_pc7GcAwRiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561122850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9teS5yb3Rhcnkub3JnL2phL25ld3MtbWVkaWEvb2ZmaWNlLXByZXNpZGVudC9wcmVzaWRlbnRpYWwtdGhlbWU-/RS=^ADB_YTkoXHsIw9iN_PzzqgkUl6hxAg-;_ylt=A2RCA9WihgtdegUA5iCU3uV7


【青少年奉仕委員会】　担当理事　千葉正德理事
　★RIのテーマであるロータリーは世界をつなぐ又人びとをつなぐのサブタイトルを提唱します。
・青少年奉仕委員会　（岩瀬洋男委員長）
　勝浦市在住の千葉県特別強化指定選手が存在するシッティングバレーを体験し東京オリンピック

・青少年交換委員会　（三上直哉委員長）
　長期交換留学生で受け入れてくるダニエラを日本でより良い生活を送れるようにサポートして
いきたいと思います。

税制改正の中から軽減税率を中心に説明をする。
10月1日から消費税10%になることがほぼ確定。その準備を皆様方にしていただくことになる。
そこで、どこまでが9月いっぱいの8％で、どこからが10月の10％なのか？
基本はいわゆる所有権が移転した日が9月中なのか10月からなのかと言うことになる。
例えば商品の売買の場合
納品書によって先方にそのものが移った所有権移転が9月なら8% 10月ならば10％
建築の場合は（3月まで契約したもの）
10月以降に完成したものは8％。4月以降契約したもので完成が10月以降の場合10％
土地の売買の場合
所有権移転の登記がいつ行われるか、若しくはお金が2分の1以上渡ったとき、これが8％か10％か
軽減税率の対象となる品目は
酒類・外食を除く飲食料品、週２回以上発行される新聞
スーパーなどで買い物をした場合、レシートを見ると8%になるものと10%になる物がある。
例えば、みりんは１０％みりん風調味料は８％。みりんはお酒に分類される。
食肉用の生きた豚は１０％肉になると８％。肉は食用に供されるものが対象。
水道水は１０％ミネラルウォーターは８％。飲用専用が対象。

（国税庁は1つの基準を作って分けている。）
食品が8%になると農林水産業の個人事業主の簡易課税の割合が3種から２種に変更になる。

材料が有償の場合８％無償の場合10％となる。
これは、運賃をかけて東京へ配送した場合、物本体は8％だがかかる経費は10％が結構多い。
利益が出たのかどうか工夫して考えなくてはならない。
また、令和3年からインボイスが導入されるがまたややこしくなるのでそのインボイスに対応するよう
今から各企業は事業を進めていくことが大事である。
また、飲食をした時は領収書に内訳が入っている請求書等を回収することを忘れないように。
今年の税法改正は大きい改正はあまりないが昨年は配偶者控除の関係で大きな改正があった。
今年は法人の場合昨年は事業承継税制改正あったが事業承継税制が個人の場合も認めると
と言うことになった。事業用個人事業用資産に関しては課税を伸ばしましょう。

例会日　　毎週　金曜日　12:30～13:30

8月2日　　新旧役員歓送迎会・新会員歓迎会 例会場　　東急ハーベストクラブ勝浦
8月9日　　会員卓話（関裕仁会員） 　              勝浦市中島５９０－９　TEL０４７０－７６－０１９９
8月16日　休会  事務局　　勝浦市沢倉４４３　中村吉政　方
8月23日　会員増強委員会（渡辺一浩委員長）  TEL０４７０－７３－２８０９＊FAX０４７０－７３－１９５０

また水産加工業あるいは食料品製造業の場合、材料が無償か有償かによって8％か10％が決まり

＊会員数４６名　＊出席者３３名　＊MU１１名　＊欠席者２名　＊出席率95.66％

～次回例会～

に向けて理解と地域への思い入れを育む。命の大切さを育む講演会の後援を行う。

～税制改正について～

列車内の移動販売で座席での飲食は８％食堂車での飲食１０％食べる設備があるないか。


